
 

 

 

熊 本 県 
 



県第３期計画

くまもと型 福祉によるまちづくりの展開
住民が共に参加し実現する地域福祉

◆地域の縁がわ

づくり

＜共生の集いの場＞◆地域の結い

づくり
＜見守り＋αへ＞

◆地域のしごと
おこし

＜生きがい収益活動＞

＜ソーシャルファーム＞

安心の礎＜多様な福祉サービスの基盤整備＞

地域人材育成
（地域リーダー育成等）

仕組みづくり
（総合相談窓口等）

総合的支援
（各分野との連携）

ビジョンづくり
(市町村計画策定推進等)

モデル事業展開

   

 はじめに 

 

熊本県では、熊本県独自の強みである、県内 500 箇所以上で展開されている「地域

の縁がわ」や、養成率日本一の認知症サポーターなどの資源を活かしながら、すべて

の住民の皆さんがそれぞれ「できること」を持つ主人公となって、地域の課題に積極

的に関わり、地域の誰もが自己実現・社会参加できる「くまもと型福祉のまちづくり」

を目指す「第３期熊本県地域福祉支援計画」（計画期間：平成 28～令和 2 年度）を策

定し、この計画を基に事業を展開しています。 

 

 

１ 第３期熊本県地域福祉支援計画の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  

地域の縁がわづくりについて 

第１ 「地域の縁がわ」とは 
〇 高齢者、障がい者、子どもなど「誰もが」気軽に集うことができる所 

〇 参加者が限定されないこと 

〇 活動拠点があること（熊本県内） 

〇 登録時に概ね「週に１回程度以上の活動」をしている所 

〇 公設、民間設置を問わない 

〇 県の補助整備の有無も問わない 

 

    

 
 
 
 
 
 

歩いて行ける小学校区に 

１か所を目標に整備を推進 

（平成 31 年（2019 年） 

     3 月末 559 か所） 



  

 
第２ 「地域の縁がわ」への支援（地域福祉総合支援事業）について 

１ 事業概要 

県では、誰もが気軽に集い、支え合う地域の拠点「地域の縁がわ」及び地域の

縁がわにデイサービス等の日中支援とインフォーマルな宿泊機能を追加した「地

域ふれあいホーム」の設置促進を図るため、施設整備費等に対する補助を行って

いる。（ハード補助） 

また、第３期熊本県地域福祉支援計画の推進に寄与する先駆的・モデル的な取

組みに対して補助を行っている。（ソフト補助） 

本年度においては、「被災地特別枠（※）」を設け、被災地におけるコミュニテ

ィ再生と生活支援を後押しする。 

※被災地特別枠 

平成 31 年(2019 年)3 月 31 日現在で地域支え合いセンターを設置している 18 市町村 

 

２ ハード補助の内容 

（１）対象団体 

福祉活動を行う民間団体（社会福祉法人、特定非営利活動法人等） 

（２）対象経費 

 「地域の縁がわ」及び「地域ふれあいホーム」の新築、改修、増築等工事、

設備整備に要する経費 

 「地域ふれあいホーム」におけるスプリンクラー、自動火災報知設備、消防

機関へ通知する火災通報装置の整備に要する経費 

（３）補助率（限度額） 

  ①地域の縁がわ 

 補助対象施設所在地 
被災地特別枠 通常分（左記以外） 

新築、改修、

増築等 
補助率：3/4(限度額：2,500千円） 補助率：2/3(限度額：1,000千円） 

  ②地域ふれあいホーム 

 補助対象施設所在地 
被災地特別枠 通常分（左記以外） 

新築、改修、

増築等 
補助率：3/4(限度額：2,500千円） 補助率：3/4(限度額：2,500千円） 

 

消防設備 

a)自動火災報知設備 

補助率：3/4(限度額：1,000千円） 

b)火災通報装置 

補助率：3/4（限度額：300千円） 

c)スプリンクラー 

7 千円/㎡×対象面積 

※a)＋b)＋c)の限度額：2,500千円 

a)自動火災報知設備 

補助率：2/3(限度額：1,000千円） 

b)火災通報装置 

補助率：2/3(限度額：300 千円） 

c)スプリンクラー 

7 千円/㎡×対象面積 

※a)＋b)＋c)の限度額：2,500千円 

 

 



  

 

３ ソフト補助の内容 

（１）対象団体 

福祉活動を行う民間団体（社会福祉法人、特定非営利活動法人等） 

（２）対象経費 

以下の６つの事業で、先駆的・モデル的な取組みに要する経費 

（継続的事業の場合は２年間を限度※）  ※第 3期熊本県地域福祉支援計画期間と連動 

①見守り活動、②配食・会食サービス、③買い物支援事業、 

④生涯現役社会を支えるための健康づくり事業、⑤学びの縁がわ事業、 

⑥その他、熊本県地域福祉支援計画の推進に寄与する事業 

（３）補助率（限度額） 

  １事業あたり補助対象経費の 2/3 以内（限度額：1,000 千円） 

補助対象施設所在地 
被災地特別枠 通常分（左記以外） 
補助率：3/4 

（限度額：2,000 千円） 

補助率：2/3 

（限度額：1,000 千円） 

 

 

 

４ 令和元年度交付実績 

 （１）交付決定 

25 団体 22,213 千円 

 

 

 （２）補助金活用事例 

   ①ハンズハンズ（嘉島町）【見守り活動、会食、学びの縁がわ】 

 学童保育に行かない子どもや地域の高齢者等が集える居場所を設け、ふ

れあい食事会を通して被災者を含めた地域住民の交流を図る。 

 学習機会が少ない子ども達に、そろばん・習字・英会話など学びの場を

提供。 

 

②社会福祉法人 やまなみ会（阿蘇市）【学びの縁がわ】 

 親子で会話を楽しみながら料理を作り、料理の楽しさと食の大切さなど

を学ぶ体験型「子ども食堂」を開催し、併せて、親子の不安を解消する

ため「心理教育」の場を設ける。 

 子ども達がいつでも遊べるよう遊具と図書を設置。 

    

③菊池市永区（菊池市）【見守り活動、健康づくり、学びの縁がわ】 

 公民館敷地内の旧公民館を改修（靴を脱がずに集えるよう土間コンクリ

ート舗装等を実施）し、地域の縁がわを整備。 

 



  

 

④社会福祉法人 慶信会（熊本市南区）【会食、健康づくり】 

 被災者を含めた地域住民を対象に、健康づくりを目的とした運動指導を

実施。 

 交流のための茶話会を開催。 

 

⑤延寿会（老人会）（山都町）【見守り活動】 

 公民館を拠点に、住民間で支え合い、交流する機会や場を作るため、茶

話会やお泊り体験、避難訓練、講話等を実施。 

    

   ⑥NPO 法人 チーム安永（益城町）【交流イベント】 

 震災後コミュニティの希薄化と地域活動の低迷が見られることから、住

民同士の交流を活発にするため、地域の公民館や神社・田んぼ・池など

で住民主体の交流イベントを通年で実施。 

 

⑦NPO 法人 とら太の会（八代市）【見守り活動】 

 現在開設している地域の縁がわの隣地に「第二の地域の縁がわ」を整備

し、地元住民及び被災者の交流の場を開設。 

 

⑧社会福祉法人 順風会（宇土市）【買い物支援、健康づくり、学びの縁がわ】 

 地域密着型特養施設の地域交流スペースを活用した高齢者の健康づく

り・生きがいづくりなどの講座を実施。 

 縁がわに集う方々を近隣ショッピングセンター等まで送迎し、買い物支

援を行う。 



  

地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築について 

第１ 熊本県における地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築
事業の概要（令和元年度） 

 
実施主体 事業名 概要 

大津町 地域力強化推進

事業 

地域において区長や民生委員、地域福祉推進委員等が参加

する座談会を開催し、地域の資源や課題を洗い出し、地域で

の解決が可能なものについては支援を行う。また、心配ごと

相談の開催や、小地域福祉推進地区の登録や活動促進等を行

う。（大津町社協に委託） 

多機関の協働に

よる包括的支援

体制構築事業 

役場内に「くらしの相談窓口」を設置し相談支援包括化推

進員を１名配置。住民や各課からの相談を受け、必要に応じ

て関係機関へのコーディネートや相談支援包括化推進会議の

開催等を行う。（株式会社サンコーライフサポートに委託） 

菊陽町 地域力強化推進

事業 

 

 地域において区長や民生委員等が参加する座談会を開催

し、地域住民の生活課題を把握し、その解決方法を専門職と

一緒に話し合いを行う。また、生活サポートセンターの運営

や、地域住民向けの福祉講演会、ボランティア養成講座等を

実施する。（菊陽町社協に委託） 

多機関の協働に

よる包括的支援

体制構築事業 

 菊陽町社協の生活サポートセンターに相談支援包括化推進

員を１名配置し、多機関のコーディネートを行う。（菊陽町社

協に委託） 

合志市 地域力強化推進

事業 

地域において、企業、医療・介護機関、学校、地区住民等

が参加する座談会（茶話会）を開催し、地域の身近な課題に

ついてワークショップを行い、改善や解決方法について話し

合う。また、住民や行政書士による生活支援センターの開設

や住民支え合い活動の推進、趣味・特技を活かした地域参加

（珈琲講座や聞き書き）などを展開する。（合志市社協に委託） 

多機関の協働に

よる包括的支援

体制構築事業 

総合センター内の自立支援相談窓口に相談支援包括化推進

員を１名配置し、包括化推進会議を開催し、必要な関係機関

へのコーディネートと支援状況の進捗管理を行う。（株式会社

サンコーライフサポートに委託） 

 



  

第２ 令和２年度の熊本県の取組計画（予定） 

○相談支援包括化推進員の養成 

市町村が行う多機関の協働による包括的な相談支援体制の構築を支援するため、

複合化・複雑化した課題に対応でき、既存の相談支援機関間のコーディネートなど

を行う相談支援包括化推進員を養成する。 

 

○市町村研修会の開催 

市町村職員向けに包括的な支援体制づくりの必要性や先進事例を周知するため

の研修会を開催する。 

 

 

第３ 市町村における包括的支援体制構築にあたって、現時点で市町村
等から出されている課題や意見 

 

 相談支援包括化推進員配置にあたっての市町村・市町村社協等のマンパワー不足。

（社会福祉士等の有資格者が望ましいと思われるが、適任者がいない） 

 国のモデル事業の実施期間や、新しい交付金制度の詳細が不透明な中、新たに人

を配置することに躊躇する。 

 現行の国のモデル事業の補助上限額では、市町村が必要と考える人員数には不足

する。 

 相談支援包括化推進員の人材育成や財政支援を国、県で実施して欲しい。 

 どのような包括的支援体制を構築し、ワンストップ相談窓口をどこに設置するの

か、具体的な検討が進んでいない。                 など             


